
対象者と内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 ※①～③すべてを満たす方が対象です  

①令和 4年 4月 1日以降に出生した児童を養育する方 

②新生児訪問・乳児全戸訪問時に面談を受けた方（里帰り先での訪問も対象です） 

③他の自治体で子育て応援交付金（現金やクーポンなど）の交付を受けていない方 

申請方法 

①出生後、新生児訪問・乳児全戸訪問時に面談を受ける⇒②訪問時に申請書・アンケートを 

記入し提出⇒交付申請完了 

全国で実施する事業です 

＜問合先＞ 深川市健康・子ども課健康推進係 ☎０１６４－２６―２６０９ 

 

妊娠期から出産・子育てまで切れ目ない支援とあわせて、面談等で身近な相談に応じながら 

必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済支援を図るため出産・子育て

応援交付金（計 10万円）を口座振り込みで交付します。 

出産・子育て応援交付金について 

妊娠８か月頃 

保健師による妊娠から 

子育てまでの継続的なサポート 

面談 

妊娠届出 

面談（必要時） 

出産後 

面談 

５万円交付 ５万円交付 

受け取りまでのながれ 

対象者 ※①～③すべてを満たす方が対象です 

①令和 4年４月 1日以降に妊娠の届け出をした妊婦 

②妊娠の届出時に深川市で面談を受けた妊婦 

③他の自治体で出産応援交付金（現金やクーポンなど）の交付を受けていない妊婦 

申請方法 

①妊娠の届け出をし、面談を受ける⇒②申請書・アンケートを記入し提出⇒交付申請完了 

【出産応援交付金】  

★すでにご出産されている方には、個別にお知らせいたします。案内に同封の申請書と 

アンケートを提出後、出産応援交付金と子育て応援交付金を合計した 10万円を交付します。 

【子育て応援交付金】 

 
妊婦 1人につき 

5万円を口座振り込み 

 

 
出生児 1人につき 

5万円を口座振り込み 

 

★すでに妊娠届出がお済みの方には個別でお知らせいたします。案内に同封の申請書を 

提出後、５万円を交付します。 

 
 

令和 4年 3月 1日～事業開始 
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